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【判例】 

 

事件の表示 

事 件 名  不当利得返還請求事件 

判   決  平成 27年 7月 3日／平２６（ワ）４３４６号 

事案の概要  原告は、貸金業者である被告との間で、昭和５４年８月１７

日から平成１８年１月２５日までの間、継続的消費貸借取引

（以下「本件取引」という）を行い、制限利率を超える金利

での貸付けに関して、不当利得の返還等を求めた事案。 

 被告は、平成６年２月８日、原告について、他社からの借入件

数や借入金額のみを見ればそれぞれの貸付停止基準には至っ

ていないものの、諸事情を総合すると信用状態に不安があり、

回収難度が高い場合に当たる「支払不実」に該当するとして、

原告に対する新たな貸付けを停止する措置を採り、原告への貸

付限度額を０円とした（以下「本件貸付停止措置」という）。 

 被告において貸付停止措置が採られると、借主に交付される取

引明細書には、通常の場合に印字される「利用可能額」欄が印

字されなくなる。 

 原告と被告の連絡は同年９月９日を最後に途絶え、被告は、

同月３０日、原告との連絡が全く取れず、回収の見込みがな

いことを理由に、原告に対する貸金債権残額４９万９８２２

円につき、貸倒損金としての処理を行った。 

 しかし、同年８月１５日に原告との連絡が再開されたことに

より、同月２２日以降、本件取引が再開された。 



 通常原告は、消滅時効の起算点を本件取引終了時点と主張す

るのに対し、本件において被告は、貸付停止措置が採られた

ことにより過払金の消滅時効は、過払金が発生した時点から

進行すると主張した。 

論点 消滅時効の起算点の時期 

判旨 【論点の判断】 

被告の主張を認めた（下記、最判平成２１年１月２２日におけ

る、特段の事情を肯定した） 

【理由】 

 本件取引に係る基本契約は、過払金が発生した場合には、

弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金を

その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意

を含むものと解されるところ、このような過払金充当合意

を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引にお

いては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害と

なるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げる

ものと解するのが相当であって、同取引により発生した過

払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使に

ついて上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情

がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解

するのが相当である（最判平成２１年１月２２日・民集６

３巻１号２４７頁）。 

 本件貸付停止措置が採られたことにより、被告から原告に新

たな貸付けがされ、新たな借入金債務が発生することが見込

まれない状態となった。 

 原告としても、平成６年２月２１日に店頭において返済を行

い、「利用可能額」欄が印字されていない利用明細書の交付

を受けたものと認められることからすると、本件貸付停止措

置が採られ、被告から新たな貸付けを受けることができず、

新たな借入金債務が発生する見込みのない状態となったこ

とを認識するに至り、現に同日以降に被告から新たな貸付け

を受けていないことが認められる。 

 以上より、本件取引については、平成６年２月８日に本件

貸付停止措置が採られたことにより、原告が過払金返還請

求権を行使する上で、過払金充当合意の存在が法律上の障

害とはならなくなったというべきであるから、原告の被告

に対する過払金返還請求権の消滅時効は、同日から進行

し、その後発生した過払金返還請求権は、過払金が発生し

た時点から消滅時効が進行する特段の事情があったと認

められる。 

 


